
  

中期目標期間終了時における積立金等の承認に係る意見聴取の 

取扱いについて（雇用・能力開発機構） 

 

 

１．積立金等の承認に係る独立行政法人評価委員会への意見聴取について 

下記２により、独立行政法人が中期目標期間終了時に保有する「積立金」の処分に際

しては、あらかじめ独立行政法人評価委員会の意見をお聴きする必要があるが、非常に

限られた日程となることが予想される。 

したがって、中期目標期間が終了する法人の財務諸表の承認及び積立金の処分に係る

独立行政法人評価委員会の意見聴取について、実際に部会の開催が困難な場合には、各

委員宛て関係文書を送付し、書面等によりご意見をお聴きした上で、部会長に最終的な

独立行政法人評価委員会のご意見をとりまとめいただくこととさせていただきたい。 

 

 

２．独立行政法人が中期目標期間終了時に保有する「積立金」の処分について 

（１）中期目標期間終了時の積立金の処分については次の２つによる。 

① 厚生労働大臣の承認を受けた額を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等

の中期目標期間の業務の財源等に充てる。 

（この場合、１２月３１日までに承認を受ける必要がある。） 

 

→ 厚生労働大臣は、この承認をしようとするときは、あらかじめ独立行政法人評価

委員会の意見を聴かなければならない。 

 

② 積立金の額から①の金額を控除した額を国庫に納付する。 

（この場合、１月１０日までに国庫に納付する必要がある。） 

 

（２）財務諸表の承認について 

上記（１）の処理を行う前提として、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援

機構等の中期目標期間の業務の財源等に充てる額」及び「国庫に納付する額」を確定

させるために、上記（１）の①及び②のそれぞれの期限までに厚生労働大臣から「財

務諸表」の承認を得る必要がある。 

 

→ 厚生労働大臣は、この承認をしようとするときは、あらかじめ独立行政法人評価

委員会の意見を聴かなければならない。 

 資料 ５－１  



  

独立行政法人評価委員会を開催しない場合のスケジュール（案） 

 

 

独立行政法人評価委員会に係るスケジュール 備考 

 

【１２月中旬】 

独立行政法人の「財務諸表」及び「独立行政法人高齢・障害・求

職者雇用支援機構等中期目標期間の業務の財源に充てる額」につい

て、財務担当委員にご説明。 

 

 

【１２月中旬～下旬】 

財務担当委員にご了解をいただいた後、各委員あてに関係資料等

を送付し、書面等により意見聴取。 

 

 

【１２月下旬】 

部会長に各委員からのご意見をご報告し、独立行政法人評価委員

のご意見をまとめていただく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成２４年２月以降】 

開催される部会において、独立行政法人評価委員会からのご意見

をご報告。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○１２月３１日まで 

・財務諸表の承認 

・独立行政法人高

齢・障害・求職者

雇用支援機構等の

中期目標期間の業

務の財源に充てる

額の承認 

 

○１月１０日まで 

・国庫納付 

 

（参考１） 



  

 
 

目標期間終了時における積立金等の承認に係る意見聴取の 

中期目標期間終了時における積立金等の承認に係る意見聴取の 

取扱いについて（労働政策研究・研修機構） 

 

１．積立金等の承認に係る独立行政法人評価委員会への意見聴取について 

下記２により、独立行政法人が中期目標期間終了時に保有する「積立金」の処分に際

しては、あらかじめ独立行政法人評価委員会の意見をお聴きする必要があるが、非常に

限られた日程となることが予想される。 

したがって、本年度末以降に中期目標期間が終了する法人の積立金の処分に係る独立

行政法人評価委員会の意見聴取について、実際に部会の開催が困難な場合には、各委員

宛て関係文書を送付し、書面等によりご意見をお聴きした上で、部会長に最終的な独立

行政法人評価委員会のご意見をとりまとめいただくこととさせていただきたい。 

 

 

２．独立行政法人が中期目標期間終了時に保有する「積立金」の処分について 

（１）中期目標期間終了時の積立金の処分については次の２つによる。 

①厚生労働大臣の承認を受けた額を次の中期目標期間の業務の財源等に充てる。 

（この場合、６月３０日までに承認を受ける必要がある。） 

 

→ 厚生労働大臣は、この承認をしようとするときは、あらかじめ独立行政法人評価

委員会の意見を聴かなければならない。 

 

②積立金の額から①の金額を控除した額を国庫に納付する。 

（この場合、７月１０日までに国庫に納付する必要がある。） 

 

（２）財務諸表の承認について 

上記（１）の処理を行う前提として、「次の中期目標期間の業務の財源等に充てる

額」及び「国庫に納付する額」を確定させるために、上記（１）の①及び②のそれぞ

れの期限までに厚生労働大臣から「財務諸表」の承認を得る必要がある。 

 

→ 厚生労働大臣は、この承認をしようとするときは、あらかじめ独立行政法人評価

委員会の意見を聴かなければならない。 

 資料 ５－１  

 資料 ５－２  



  

独立行政法人評価委員会を開催しない場合のスケジュール（案） 

 

独立行政法人評価委員会に係るスケジュール 備考 

 

【６月上旬】 

独立行政法人の「財務諸表」及び「次の中期目標期間の業務の財源に充

てる額」について、財務担当委員にご説明。 

 

 

【６月中旬～下旬】 

財務担当委員にご了解をいただいた後、各委員あてに関係資料等を送付

し、書面等により意見聴取。 

 

 

【６月下旬】 

部会長に各委員からのご意見をご報告し、独立行政法人評価委員のご意

見をまとめていただく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【７月以降】 

開催される部会において、独立行政法人評価委員会からのご意見をご報

告。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○６月３０日まで 

・財務諸表の承認 

・次の中期目標期間の

業務の財源に充てる

額の承認 

 

○７月１０日まで 

・国庫納付 

 

 
 
 
 

（参考２） 



  

 
今年度末までに中期目標期間が終了する法人の関係法令 

 

 

 

○ 今年度末までに中期目標期間が終了する独立行政法人 
雇用能力開発機構 
労働政策研究・研修機構 
 

  

 

 

【各法人共通規定】 

独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 

（平成１２年政令第３１６号。抄） 

（積立金の処分に係る承認の手続）  

第五条 別表の第一欄に掲げる独立行政法人は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目

標の期間（以下この項において「中期目標の期間」という。）の最後の事業年度（以下「期間最後

の事業年度」という。）に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項の規定による整理を行った後、

同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同

表の第二欄に掲げる規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に

充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を当該規定に規定する大臣（以下

「主務大臣」という。）に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、

当該規定による承認を受けなければならない。  

一 別表の第二欄に掲げる規定による承認を受けようとする金額  

二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容  

２ （略） 

 

（国庫納付金の納付の手続）  

第六条 別表の第一欄に掲げる独立行政法人は、同表の第四欄に掲げる規定に規定する残余がある

ときは、当該規定による納付金（以下「国庫納付金」という。）の計算書に、当該期間最後の事業

年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金

の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三

十日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提

出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。  

２ 主務大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該

国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。  

 

（国庫納付金の納付期限）  

第七条 国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければなら

ない。 

 

（参考３） 



  

【各法人個別規定】  

●独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律（平成２３年法律第２６号）附則第二条第十

三項の規定により読み替えられた独立行政法人雇用・能力開発機構法（平成１４年法律第１７０号）

（抄） 

（積立金の処分）  

（積立金の処分） 

第十四条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間（以下「中期目標の期

間」という。）の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行

った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣

の承認を受けた金額を、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の独立行政法人雇用・能力

開発機構法を廃止する法律（平成二十三年法律第二十六号）の施行の日を含む中期目標の期間に係

る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたとき

は、その変更後のもの）の定めるところにより、当該中期目標の期間における独立行政法人高齢・

障害・求職者雇用支援機構法（平成十四年法律第百六十五号）附則第五条第三項第一号及び第二号

に掲げる業務の財源に充てることができる。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立

行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。 

３ 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を

控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 

４ 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令

で定める。 

●独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（平

成２３年政令第１６６号）第二十五条の規定により読み替えられた独立行政法人雇用・能力開発機

構法施行令 

独立行政法人雇用・能力開発機構法施行令（平成１５年政令第５５５号）（抄）  

（積立金の処分に係る承認の手続） 

第二条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（以下「高齢・障害・求職者雇用支援機

構」という。）は、機構の独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号。以下「通則法」と

いう。）第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間（以下「中期目標の期間」という。）

の最後の事業年度（以下「期間最後の事業年度」という。）に係る通則法第四十四条第一項又

は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、

その額に相当する金額の全部又は一部を独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律

（平成二十三年法律第二十六号。以下「廃止法」という。）附則第二条第十三項の規定により

なおその効力を有するものとして読み替えて適用される廃止法による廃止前の法（以下「旧法」

という。）第十四条第一項の規定により高齢・障害・求職者雇用支援機構の平成二十三年十月

一日を含む中期目標の期間における独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法（平成十

四年法律第百六十五号）附則第五条第三項第一号及び第二号に掲げる業務の財源に充てようと

するときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を厚生労働大臣に提出し、平成二十三年十

二月三十一日までに、廃止法附則第二条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとし

て読み替えて適用される旧法第十四条第一項の規定による承認を受けなければならない。 



  

一 廃止法附則第二条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用

される旧法第十四条第一項の規定による承認を受けようとする金額 

二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容 

２ 前項の承認申請書には、期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事

業年度の損益計算書その他の厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。  

 

（国庫納付金の納付の手続） 

第三条 高齢・障害・求職者雇用支援機構は、廃止法附則第二条第十三項の規定によりなおその

効力を有するものとされた旧法第十四条第三項に規定する残余があるときは、同項の規定によ

る納付金（以下この条から第五条までにおいて「国庫納付金」という。）の計算書に、当該期

間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の

当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成二十三年十二月三十一日ま

でに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提

出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。 

２ 厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、

当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。 

 

（国庫納付金の納付期限） 

第四条 国庫納付金は、平成二十四年一月十日までに納付しなければならない。 

 

●独立行政法人労働政策研究・研修機構（平成１４年法律第１６９号）（抄）  

（積立金の処分）  

  

第十四条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間（以下この項におい

て「中期目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の

規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金

額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る

通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたとき

は、その変更後のもの）の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十二条に規

定する業務の財源に充てることができる。  

２ 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独

立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。  

３ 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額

を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。  

４ 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政

令で定める。  


